
 

 

 

 

公 表 第 １１ 号 

  

  

 

   地方自治法第１９９条第１２項の規定により、久留米市長、久留米市会計管理者、久留米市

教育委員会教育長及び久留米市議会議長から当該監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知

があったので、次のとおり公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     平成３０年６月１８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 久留米市監査委員  中 島 年 隆 

                 久留米市監査委員  樋 口 明 男 

                 久留米市監査委員  市 川 廣 一 

久留米市監査委員  大 熊 博 文 

 

 

 

 

 

 



 

  定期監査の結果に基づく指摘事項等の措置状況 

 
監査実施年度： 平成２８年度 

  部局名： 教育部 
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 本市の公式ホームページ内で各学校の

情報を掲載しているが、内容が更新され

ず、数年前のままのものがある。 

 ご指摘を踏まえ、平成２９年度当初に校長会等

を通じて、ＨＰの効果・役割・重要性について周

知し、更新完了しました。今年度も同様に文書で

通知をしており、６月末までに未更新の学校があ

れば個別に指導を行う予定です。 

 


